
インターネット適正広告推進事業 

消費生活課 

１ 目的 

 インターネット広告における不当表示について消費者に対し啓発を行うとともに、

監視を行う。さらに指導することにより不当表示をなくしていく。 

 

２ 事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 平成２９年度実績 

 (1) 景品表示法講座 

   ５か所で開催 参加人数…８５人 

   インターネット表示の情報提供を行うボランティアに登録…２１人 

   対応報告会を３か所で開催 参加者…１２人 

 (2) 監視事業 

  〇調査件数…１１,８３５件 

  〇啓発メール発送件数…１５件 

  〇県による指導…２１件 

 

４ 平成３０年度の予定 

  〇６月 インターネット監視事業開始(1,300件／月(11,700件／年))  

  〇７月以降 不当表示に係る指導事務 

  〇８月以降 講座開催、受講者からの情報提供開始 

  〇２月 監視(事業)終了 
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